


（ 別紙）  

 

漁業法（ 昭和 24 年法律第 267 号） 第 58 条に おい て 読替え て 準用する 同法第 42 条第１ 項の 規定に よ り 、 神奈川県漁業調整規則（ 令和

2 年神奈川県規則第 91 号） 第５ 条第１ 項第３ 号の 漁業に 関する 同規則第 12 条第１ 項各号に 掲げる 事項及び同条第 2 項に 規定する 許可

又は起業の 認可を 申請すべき 期間並びに 許可の 有効期間に つい て 、 次の よ う に 定め る 。  

 

許可又は 起業の 認可を する 総ト ン 数及び漁業者の 数そ の 他の 制限措置並びに 許可又は 起業の 認可を 申請すべき 期間  

漁業種

類  

許可又は 起

業の 認可を

すべき 漁業

者の 数

（ 人）  

推進機

関の 馬

力数  

操業区域  漁業時期  許可又は 起業の 認可を

すべき 漁業者の 資格  

（ 規則第 14 条

第１ 項に よ り

許可又は 起業

の 認可時に 付

加する 条件）  

許可又は 起業

の 認可を 申請

すべき 期間  

許可の 有効期

間  

い な だ 、

こ の し

ろ 及 び

ぼ ら を

目 的 と

す る 狩

刺 し 網

漁業  

２  定 め な

し  

共 第 １ 号 共 同

漁 業 権 の 漁 場

の 区 域 内 の 横

須 賀 市 野 比 、

長 沢 及 び 津 久

井地先の 海面  

７ 月 １ 日

か ら 翌 年

３ 月 31 日

ま で  

横 須 賀 市 長 沢 に 漁 業 根

拠 地 を 有 し て お り 、 か

つ 、 共 第 １ 号 共 同 漁 業

権 の 漁 場 の 区 域 に お い

て い な だ 、 こ の し ろ 及

び ぼ ら を 目 的 と す る 狩

刺 し 網 漁 業 を 営 む こ と

に つ い て 当 該 漁 業 権 の

漁 業 権 者 の 受 忍 を 受 け

て い る 者  

な し  令 和 ５ 年 ８ 月

２ 日 か ら 同 年

９ 月１ 日ま で  

令和５ 年 10 月

６ 日か ら 令和

８ 年４ 月 16 日

ま で  

 

※  漁業根拠地： 許可を 受け よ う と する 漁業の 操業又は 漁業に 使用する 船舶の 運航の 主た る 本拠と な る 地を い う 。  


